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項 目
令和５年春の全国交通安全運動の実施について

発 表 月 日 時 分
区 分 等 説明者

資料配付 ５月 ９日 ９時００分

添 付 資 料 令和５年春の全国交通安全運動チラシ

発 表 要 旨 ○ 道内の交通事故死者数は､４月３０日現在で２４人と､前年と比べ､
３人減少しておりますが､依然として悲惨な事故が後を絶ちません。

（日高管内：４月末現在 １人 前年期比 ＋１）

○ 例年､４月に実施している春の全国交通安全運動について､本年は､
統一地方選挙が行われた関係で､５月１１日（木）から２０日（土）
までの１０日間実施します。

記

１ 期間
令和５年５月１１日（木）～２０日（土）までの１０日間

２ 運動の重点
（１）こどもを始めとする歩行者の安全の確保
（２）横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上
（３）自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

３ 日高振興局が実施する啓発等
（１）「旗の波」運動（管内一斉交通安全街頭啓発）
・日 時：５月１１日（木）１４：００～１４：３０（雨天中止）
・場 所：浦河町役場庁舎前国道沿
・実施機関：浦河町、浦河警察署、日高振興局ほか

（２）「町民交通安全の日」町内一斉街頭啓発
・日 時：５月１９日（金）７：３０～８：１５（雨天中止）
・場 所：浦河町内全域（日高振興局は浦河イン前国道沿）
・実施機関：浦河町、町内自治会･事業所、日高振興局ほか

（３）広報車啓発
広報車による管内全域での啓発を実施。

４ 上記のほか、管内７町でそれぞれ独自に啓発活動を実施します。

日高振興局保健環境部環境生活課 環境生活課長 中村 賢洋
担 当 主査（道民生活）菊地 朋宏

電話 ０１４６－２２－９２５５（直通）
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歩行者も
安全確認！

交通ルールを守って、交通事故をゼロにしよう

幼児・児童を始めとする歩行中の交通事故が
多発しています。信号は必ず守りましょう。
横断歩道では必ず止まり、右と左をよく見て、
車が来ていないことを確かめてから渡りま
しょう。横断中も周囲の状況を確認しましょ
う。

歩行者も交通ルールを守ろう！歩行者も交通ルールを守ろう！

最高速度30キロの区域規制と「スムーズ横断歩道」
等の適切な組み合せによる「ゾーン30プラス」の
整備など、人優先の安全・安心な通行空間を目指して
対策を進めています。地域や家庭で、日頃から通
学路や生活道路等の安全を確かめましょう。

地域・家庭で通学路等の
安全を確かめよう！
地域・家庭で通学路等の
安全を確かめよう！

①車道が原則、左側を通行
　歩道は例外、 歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を
　守って、 安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用

横断歩道は歩行者優先です。運転者には横断歩道手前で
の減速義務や停止義務があります。
歩行者の横断を妨げないよう
にしましょう。
歩行者や他の車両に対する
「思いやり・ゆずり合い」の
気持ちを持って運転しま
しょう。

横断歩道は歩行者優先！横断歩道は歩行者優先！

自転車のヘルメット非着用時
の致死率は着用時と比べて高
くなります。自転車を利用す
る全ての人は、ヘルメットを
必ず着用しましょう。

自転車利用者はヘルメット着用！自転車利用者はヘルメット着用！ 守ろう！ 自転車の交通ルール
～自転車安全利用五則～
守ろう！ 自転車の交通ルール
～自転車安全利用五則～

飲酒運転やあおり運転（妨害運転）は極めて悪質・危険な犯罪
です。アルコールは少量の摂取でも安全運転に必要な情報処理
能力、注意力、判断力などが低下し、
交通事故の危険を高めます。
お酒を飲んだら絶対に車を
運転してはいけません。
あおり運転もやめましょう。

飲酒運転を絶対にしない！させない！
あおり運転はやめよう！
飲酒運転を絶対にしない！させない！
あおり運転はやめよう！

ゼロに！事故を

ゼロに！事故を

ゼロに！事故を

こどもを始めとする歩行者の安全の確保

横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上

自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

春の全国交通安全運動

5月20日（土）は
「交通事故死ゼロを
目指す日」です

令和5年5月11日（木）～５月20日（土）
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